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事案の概要

　本件は、発明の名称を「医薬組成物」とする特許第5886999号の特許権（以下「本件特許権」という。）
を有する原告が、被告らにおいて被告物件を製造及び販売しようとしているところ、これらの行為は上
記特許権を侵害するものであると主張して、被告らに対し、被告物件の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸
出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め、及び、被告物件の廃棄を求める事案である。
争点は無効理由の有無である。

≪東京地方裁判所≫
特許権侵害行為差止請求事件

（乾癬を処置するための皮膚用の非水性医薬組成物－特許無効の抗弁）［上］（全２回）

－平成28年（ワ）第14131号、平成29年９月28日判決言渡－



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年12月18日（月曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

判示事項

１　無効理由２（特許法29条２項違反）の有無について
１．１　本件特許に係る請求項12記載の発明（本件発明12）と乙15発明の対比

乙15（「合成活性型Vitamin D３、1α, 24-hydroxycholecalciferol外用剤による乾癬の治療」皮膚科紀
要84巻３号（1989年））には、「ヒトにおいて乾癬を処置するために皮膚に塗布するための混合物であっ
て、1α, 24-dihydroxycholecalciferol（タカルシトール）、及びＢＭＶ（ベタメタゾン吉草酸エステル）、
並びにワセリンとを含有する非水性混合物であり、皮膚に１日２回塗布するもの」が記載されている
と認められる。

そして、本件発明12と上記の乙15発明とを対比すると、両発明は、「ヒトの乾癬を処置するための
皮膚用の医薬組成物であって、ビタミンＤ３の類似体からなる第１の薬理学的活性成分Ａ、及びベ
タメタゾンまたは薬学的に受容可能なそのエステルからなる第２の薬理学的活性成分Ｂ、並びに少
なくとも１つの薬学的に受容可能なキャリア、溶媒または希釈剤を含む、非水性医薬組成物であり、
医学的有効量で局所適用されるもの」で一致し、本件特許に係る訂正審判事件において審決の認定し
た相違点１及び３において相違すると認められる。

なお、原告は、相違点２（本件発明12は非水性医薬組成物であるのに対し、乙15発明は非水性組
成物であるか定かではない点。）の存在を主張するが、相違点２の存在は認められない。

１．２　相違点１に係る容易想到性について
１．２．１　相違点１に係る動機付けについて

乙15発明は、「ヒトにおいて乾癬を処置するために皮膚に塗布するための混合物であって、タカ
ルシトール、およびＢＭＶ、ならびにワセリンとを含有する非水性混合物であり、皮膚に１日２
回塗布するもの」というものである。

そして、乙16及び17に開示されているように、本件優先日において、乾癬治療剤としてのマキ
サカルシトールの軟膏が既に知られていたのであるから、当業者であれば、乾癬を処置するため
の混合物である乙15発明において、ビタミンＤ３の類似体からなるタカルシトールに代えて、同
じくビタミンＤ３の類似体からなるマキサカルシトールを使用する程度のことは、容易に想到で
きることというべきである。

これに対し、原告は、「乙15において、Ｄ３＋ＢＭＶ混合物の適用が、ビタミンＤ又はベタメ
タゾン単体の適用に比べて優れた乾癬治療効果を発揮したとは読み取れないのであるから、当業
者には、ビタミンＤとしてタカルシトールを用いるか、マキサカルシトールを用いるかを問わず、
ビタミンＤ及びベタメタゾンの双方を含む製剤を開発する動機づけは存在しなかった」と主張する。
しかしながら、そもそも、既に乙15において、乾癬を処置するためのＤ３＋ＢＭＶ混合物が開示
されている以上、当業者であれば、乾癬を処置するためのＤ３＋ＢＭＶ混合物からなる製剤の開
発を試みることは容易に行い得ることというべきである。

また、原告は、「乙15のＤ３＋ＢＭＶ混合物は、マキサカルシトールを含んでいなかったばかりか、
乙15にマキサカルシトールについての言及は何らなく、乙15に接した当業者が、マキサカルシトー
ルとベタメタゾンの双方を含む医薬組成物の発明に想到する動機づけは認められない」と主張する。
しかしながら、乙16及び17には「乾癬治療剤としてのビタミンＤ３の類似体であるマキサカルシ
トールの軟膏」が開示されているのであるから、そうであれば、乙15に接した当業者が、乙15発明
におけるタカルシトールに代えて、同じくビタミンＤ３の類似体からなるマキサカルシトールを
使用する動機付けはあるというべきである。

さらに、原告は、「乙15は、臨床医によるビタミンＤ及びベタメタゾンの併用治療を記載してい
るのみであり、医薬品の開発に関するものではないところ、本件明細書記載のとおり、本件優先


